
平成28年12月27日

　　　東京都中央区晴海1-8-12

　　　資産管理サービス信託銀行株式会社

　　　代表取締役社長　森脇 朗

（単位：百万円）

金 額 金 額

5,263,645 3,484,724

803,000 500,000

202,928 243,500

876,006 2,961,190

1,576 21,399

109,061 未 払 法 人 税 等 310

そ の 他 の 資 産 109,061 資 産 除 去 債 務 149

651 そ の 他 の 負 債 20,940

14,588 97

138 120

57

7,211,090

50,000

10,375

利 益 準 備 金 321

そ の 他 利 益 剰 余 金 10,054

繰 越 利 益 剰 余 金 10,054

60,375

130

130

60,506

7,271,597 7,271,597

有 形 固 定 資 産

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

そ の 他 負 債

コ ー ル マ ネ ー有 価 証 券

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

資 本 金

賞 与 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

信 託 勘 定 借

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部 合 計

無 形 固 定 資 産

（ 純 資 産 の 部 ）

その他有価証券評価差額金

株 主 資 本 合 計

純 資 産 の 部 合 計

利 益 剰 余 金

繰 延 税 金 資 産

第 1７ 期　中 間 決 算 公 告

中間貸借対照表　（平成28年9月30日現在）

科 目 科 目

コ ー ル ロ ー ン

（ 負 債 の 部 ）（ 資 産 の 部 ）

現 金 預 け 金 預 金

譲 渡 性 預 金
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（単位：百万円）

11,638

5,484

58

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） ( 2 )

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） ( 118 )

6,093

1

0

11,203

8

（ う ち 預 金 利 息 ） ( 8 )

820

0

10,371

2

435

0

434

145

△ 7

138

296

金 額

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 利 益

経 常 利 益

法 人 税 等 合 計

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 費 用

営 業 経 費

　中間損益計算書

科 目

経 常 収 益

信 託 報 酬

そ の 他 経 常 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

資 金 調 達 費 用

税 引 前 中 間 純 利 益

特 別 損 失

経 常 費 用

そ の 他 業 務 費 用

そ の 他 経 常 費 用

平成28年 4月 1日から

平成28年 9月30日まで
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております｡ 

 

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主と

して移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による

原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しておりま

す。 

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）並びに平成 28 年 4月 1日以後に取得した建物附属

設備及び構築物については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物 6 年～50 年 

その他 3 年～20 年 

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可

能期間（主として 5年）に基づいて償却しております。 

４．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会

銀行等監査特別委員会報告第 4号 平成 24 年 7 月 4日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権につい

ては、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上してお

ります。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しており

ます。ただし、当中間期末における貸倒引当金の残高はありません。 

(2) 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間期に帰属す

る額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員（執行役員を含む）の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基

づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、

当中間期末までに発生していると認められる額を計上しております。 

５. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

会計方針の変更 

（「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」の適用） 

法人税法の改正に伴い、「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告

第 32 号 平成 28 年 6 月 17 日）を当中間期に適用し、平成 28 年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備及び構築物に

係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

この結果、当中間期の経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ 0 百万円増加しております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

１．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券   155,466 百万円 

貸出金    876,006 百万円 

担保資産に対応する債務 

当中間期末における対応する債務の残高はありません。 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券 29,988 百万円を差し入れております。 

また、その他の資産には、中央清算機関差入証拠金は 88,348 百万円、中央清算機関差入保証金は 15,700 百万円、先

物取引差入証拠金は 125 百万円、保証金は 659 百万円が含まれております。 

２．当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一

定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、2,283,600 百

万円であり、その全額が契約残存期間が１年以内のものであります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社

の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の

保全及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることが

できる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、

契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の

措置等を講じております。 

３．有形固定資産の減価償却累計額 1,416 百万円 

４．元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託 345,493 百万円であります。 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の時価等に関する事項 

平成 28 年 9月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、 

時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。 

（単位：百万円） 

 
中間貸借対照表

計上額 
時価 差額 

（1）現金預け金 5,263,645 5,263,624 △21 

（2）コールローン 803,000 803,000 － 

（3）有価証券  

   その他有価証券 202,482 202,482 － 

（4）貸出金 876,006 875,892 △113 

資産計 7,145,134 7,144,999 △134 

（1）預金 3,484,724 3,484,724 － 

（2）譲渡性預金 500,000 500,000 － 

（3）コールマネー 243,500 243,500 － 

（4）信託勘定借 2,961,190 2,961,190 － 

負債計 7,189,414 7,189,414 － 

デリバティブ取引（*１）  

（1）ヘッジ会計が適用されていないもの － － － 

デリバティブ取引計 － － － 

（*１）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によっ

て生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 
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（注１）金融商品の時価の算定方法 

 資産 

（1）現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

満期のある預け金については、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算

定しております。その割引率は、市場金利を用いております。なお、残存期間が短期間（６ヶ月以内）のものは、

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

  （2）コールローン 

残存期間が短期間（６ヶ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。 

  （3）有価証券 

債券は取引所の価格によっております。なお、有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記

載しております。  

（4）貸出金 

貸出金は、その全額が日本国政府向けであることを考慮し、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フ

ローを割り引いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間（６ヶ月以内）のものは、時価は帳簿価

額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

  負債 

  （1）預金  

要求払預金については、中間決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。 

  （2）譲渡性預金 

残存期間が短期間（６ヶ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。 

  （3）コールマネー  

残存期間が短期間（６ヶ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。 

  （4）信託勘定借 

中間決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。 

  デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物）であり、取引所の価格によっております。 

  

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品

の時価情報の「資産（3）その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円）                   

 

 

 

 

 

（*１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示

の対象とはしておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 中間貸借対照表計上額 

非上場株式（*１） 446

合計 446
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（有価証券関係） 

中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金が含まれております。 

１．その他有価証券（平成 28 年 9 月 30 日現在） 

 

種類 

中間貸借対照表

計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

中間貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

債券  

 社債 199,679 199,490 188 

小計 199,679 199,490 188 

中間貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

債券  

 社債 2,802 2,803 △0 

その他 107,000 107,000 － 

小計 109,802 109,803 △0 

合計 309,482 309,293 188 

 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

        
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 

株式 442

その他 3

合計 446

  これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他

有価証券」には含めておりません。 

 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

   繰延税金資産  

未払事業税及び未払事業所税        60百万円 

退職給付引当金及び役員退職慰労引当金   54 

資産除去債務               45 

賞与引当金                34 

無形固定資産                4 

その他有価証券評価差額金          0 

    その他                  22 

   繰延税金資産合計             222 

   繰延税金負債 

    その他有価証券評価差額金         57 

有形固定資産               23 

その他                            3 

繰延税金負債合計              84 

   繰延税金資産の純額            138百万円 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額 60,506 円 37 銭 

１株当たりの中間純利益金額 296 円 70 銭 
 

（単体自己資本比率） 

銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準）20.81% 

 



（ご参考）

金　　額

82,444,014

6,327,075

17,357,665

5,815,937

697,217

11,110,687

868,466

2,961,190

8,375,927

135,958,183

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（付）元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む。）の内訳は

　　　次のとおりであります。

金銭信託

資　　　産 金　　額 負　　　債

そ の 他 345,493 元 本

そ の 他

計 345,493 計

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）

中間信託財産残高表 （平成28年9月30日現在）

合　　計

負　　債

135,958,183

9,962,476

65,548,889

有 価 証 券 の 信 託

包 括 信 託

金　　額

345,493

0

345,493

銀 行 勘 定 貸

現 金 預 け 金

合　　計

（単位：百万円）

資　　産

受 託 有 価 証 券

金 銭 債 権

そ の 他 債 権

コ ー ル ロ ー ン

有 価 証 券

投 資 信 託 外 国 投 資

信 託 受 益 権

金　　額

60,199,131

11,775

235,910

金 銭 信 託

投 資 信 託

金銭信託以外の金銭の信託
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